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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第96期

中間会計期間
第97期

中間会計期間
第96期

会計期間
自 2023年４月１日
至 2023年９月30日

自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

売上高 （百万円） 583,420 600,427 1,151,966

経常利益 （百万円） 15,613 16,180 30,545

中間（当期）純利益 （百万円） 10,892 11,896 20,638

持分法を適用した場合の投資

利益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 15,869 15,869 15,869

発行済株式総数 （千株） 63,553 63,000 63,553

純資産額 （百万円） 269,782 285,474 277,962

総資産額 （百万円） 495,155 510,094 495,697

１株当たり中間（当期）純

利益
（円） 173.32 189.50 328.40

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 45.00 50.00 94.00

自己資本比率 （％） 54.5 56.0 56.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 6,359 5,169 26,790

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △4,584 848 △6,268

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,637 △4,641 △5,520

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（百万円） 45,130 62,371 60,994

（注）１．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係

会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　①経営成績

　業績の概況

当中間会計期間における事業環境は、人々の行動が活発化したことや訪日外国人客数の増加に伴う相応の需要

拡大はあったものの、物価上昇を背景とした節約志向の定着や物流費高騰の影響など厳しい環境となりました。

販売面では、コロナ関連商品の継続した需要減少や節約志向に加えて、サプリメントを中心とした一部商材の

買い控えの発生などの影響を受けました。このような状況のなか、積極的なデータ活用などにより、外出機会の

増加、インバウンド需要の拡大、防災意識の高まりなどの市場変化を捉え、的確な販売活動に努めた結果、売上

高は前年同期を上回りました。

利益面では、物流費の高騰や人財への積極投資の推進による販管費の増加はあったものの、売上高の増加に伴

う、売上総利益の増加や、固定費吸収効果の発揮による販管費率の低下などにより営業利益は前年同期を上回り

ました。

 

当中間会計期間における業績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 
2024年３月期

中間会計期間

2025年３月期

中間会計期間
増減

増減率

（％）

売上高 583,420 600,427 17,007 2.9

売上総利益

（売上総利益率（％））

43,331

(7.43)

44,181

(7.36)

850

(△0.07)
2.0

販売費及び一般管理費

（販管費率（％））

29,561

(5.07)

30,203

(5.03)

641

(△0.04)
2.2

営業利益

（営業利益率（％））

13,769

(2.36)

13,977

(2.33)

208

(△0.03)
1.5

経常利益

（経常利益率（％））

15,613

(2.68)

16,180

(2.69)

566

(0.01)
3.6

中間純利益

（中間純利益率（％））

10,892

(1.87)

11,896

(1.98)

1,004

(0.11)
9.2

 

　販売の状況

当中間会計期間における商品分類別の販売実績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

商品分類別の名称
2024年３月期

中間会計期間

2025年３月期

中間会計期間
増減

増減率

（％）

化粧品 137,934 143,923 5,989 4.3

日用品 253,953 266,523 12,570 5.0

医薬品 75,194 74,223 △970 △1.3

健康・衛生関連品 107,052 106,354 △697 △0.7

その他 9,286 9,402 115 1.2

合　計 583,420 600,427 17,007 2.9
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　当中間会計期間における販売先業態別の販売実績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

販売先業態別の名称
2024年３月期

中間会計期間

2025年３月期

中間会計期間
増減

増減率

（％）

ドラッグストア 366,852 383,108 16,256 4.4

ディスカウントストア、

スーパーセンター
48,433 53,733 5,300 10.9

コンビニエンスストア 46,103 47,402 1,299 2.8

ホームセンター 45,346 45,334 △11 △0.0

スーパーマーケット 27,098 27,190 92 0.3

ゼネラルマーチャンダイ

ジングストア
19,543 20,512 968 5.0

輸出、ＥＣ企業、その他 30,043 23,145 △6,898 △23.0

合　計 583,420 600,427 17,007 2.9

 

　なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

　②財政状態

（単位：百万円）

 
2024年３月期

事業年度

2025年３月期

中間会計期間
増減

資産 495,697 510,094 14,396

負債 217,734 224,620 6,885

純資産 277,962 285,474 7,511

 

（資産）

　受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加などにより、前事業年度末比143億96百万円増加の5,100億94百万

円となりました。

 

（負債）

　支払手形及び買掛金の増加などにより、前事業年度末比68億85百万円増加の2,246億20百万円となりまし

た。

 

（純資産）

　利益剰余金の増加や自己株式の取得などにより、前事業年度末比75億11百万円増加の2,854億74百万円とな

りました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円）

 
2024年３月期

中間会計期間

2025年３月期

中間会計期間

営業活動による

キャッシュ・フロー
6,359 5,169

投資活動による

キャッシュ・フロー
△4,584 848

財務活動による

キャッシュ・フロー
△2,637 △4,641

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　売上債権の増加や、仕入債務の増加などにより、51億69百万円の収入となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資有価証券の売却などにより、８億48百万円の収入となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　配当金の支払いや自己株式の取得などにより、46億41百万円の支出となりました。

 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より13億77百万円増加し、623億71百

万円となりました。

 

(3）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営方針・経営戦略等」について重要な変

更はありません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

 

(5）研究開発活動

　当中間会計期間における当社の研究開発活動の金額は、39百万円となりました。

　なお、当中間会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現
在発行数（株）
　（2024年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2024年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 63,000,000 63,000,000
東京証券取引所

プライム市場
単元株式数　100株

計 63,000,000 63,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2024年６月３日
（注）

△553,485 63,000,000 － 15,869 － 16,597

（注）自己株式の消却による減少であります。
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（５）【大株主の状況】

  2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社メディパルホールディングス 東京都中央区京橋３丁目１番１号 31,853 50.97

 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）

 

東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂イ

ンターシティＡＩＲ

4,336 6.94

 

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

 

 

東京都中央区晴海１丁目８-12

 

1,557 2.49

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505001

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

ONE CONGRESS STREET,SUITE 1, BOSTON,

MASSACHUSETTS

（東京都港区港南２丁目15-１　品川イ

ンターシティＡ棟）

1,502 2.40

 

JP MORGAN CHASE BANK 385632

　

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

 

25 BANK STREET,CANARY

WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM

（東京都港区港南２丁目15-１　品川イ

ンターシティＡ棟）

1,369 2.19

ＰＡＬＴＡＣ従業員持株会 大阪市中央区本町橋２番46号 1,255 2.01

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK

FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR

SUBPORTFOLIO)

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀

行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210

U.S.A.

 

（東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号　決済事業部）

1,166 1.87

 

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT　

OMNIBUS　ACCOUNT　OM02　505002

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

 

ONE CONGRESS STREET,SUITE 1, BOSTON,

MASSACHUSETTS

（東京都港区港南２丁目15-１　品川イ

ンターシティＡ棟）

1,100 1.76

 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY

FUNDS

（常任代理人　香港上海銀行東京支店　

カストディ業務部）

 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON

E14 5 NT, UK

（東京都中央区日本橋３丁目11-１）

 

1,084 1.74

 

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エヌ・エ

イ東京支店）

 

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107

NO

（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

867 1.39

計 － 46,093 73.75
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 500,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 62,451,100 624,511 －

単元未満株式 普通株式 48,300 － －

発行済株式総数  63,000,000 － －

総株主の議決権  － 624,511 －

 

②【自己株式等】

    2024年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ＰＡＬＴＡＣ
大阪市中央区本町橋

２番46号
500,600 － 500,600 0.79

計 － 500,600 － 500,600 0.79

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日

まで）に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

　「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第95条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

中間連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　              0.1％

売上高基準　　　　              0.1％

利益基準　　　　　            △0.1％

利益剰余金基準　　              0.1％
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１【中間財務諸表】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 60,994 62,371

受取手形及び売掛金 ※ 213,163 223,728

商品及び製品 51,352 53,784

その他 21,651 24,095

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 347,158 363,977

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 47,867 46,687

土地 46,827 46,827

その他（純額） 22,893 21,646

有形固定資産合計 117,588 115,162

無形固定資産 731 709

投資その他の資産   

投資その他の資産 30,222 30,248

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 30,218 30,245

固定資産合計 148,538 146,117

資産合計 495,697 510,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 169,643 177,443

未払法人税等 5,415 5,310

賞与引当金 1,923 1,682

災害損失引当金 403 -

その他 29,927 29,119

流動負債合計 207,313 213,556

固定負債   

退職給付引当金 3,012 3,073

その他 7,408 7,989

固定負債合計 10,421 11,063

負債合計 217,734 224,620
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,869 15,869

資本剰余金 27,827 25,093

利益剰余金 223,735 232,552

自己株式 △3,490 △2,260

株主資本合計 263,941 271,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,001 14,255

繰延ヘッジ損益 19 △35

評価・換算差額等合計 14,021 14,219

純資産合計 277,962 285,474

負債純資産合計 495,697 510,094
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（２）【中間損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

売上高 583,420 600,427

売上原価 540,089 556,246

売上総利益 43,331 44,181

販売費及び一般管理費 ※ 29,561 ※ 30,203

営業利益 13,769 13,977

営業外収益   

受取配当金 256 301

情報提供料収入 949 936

不動産賃貸料 79 83

助成金収入 56 576

その他 528 337

営業外収益合計 1,871 2,235

営業外費用   

支払利息 2 3

不動産賃貸費用 15 18

その他 7 10

営業外費用合計 26 32

経常利益 15,613 16,180

特別利益   

投資有価証券売却益 140 1,010

災害損失引当金戻入額 － 7

特別利益合計 140 1,017

特別損失   

固定資産除却損 3 5

特別損失合計 3 5

税引前中間純利益 15,750 17,192

法人税、住民税及び事業税 4,818 4,859

法人税等調整額 40 436

法人税等合計 4,858 5,295

中間純利益 10,892 11,896
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（３）【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 15,750 17,192

減価償却費 3,277 3,227

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 180 △241

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △403

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 △30

受取利息及び受取配当金 △257 △301

支払利息 2 3

投資有価証券売却損益（△は益） △140 △1,010

売上債権の増減額（△は増加） △15,631 △10,564

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,585 △2,432

仕入債務の増減額（△は減少） 7,279 7,799

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,484 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,839 △1,995

その他 △1,961 △1,007

小計 10,284 10,235

利息及び配当金の受取額 257 301

利息の支払額 － △2

災害による損失の支払額 － △401

法人税等の支払額 △4,181 △4,964

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,359 5,169

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,749 △430

無形固定資産の取得による支出 △54 △90

投資有価証券の取得による支出 △39 △42

投資有価証券の売却による収入 260 1,415

その他 △1 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,584 848

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △60 △58

配当金の支払額 △2,576 △3,079

自己株式の取得による支出 △0 △1,503

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,637 △4,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △862 1,377

現金及び現金同等物の期首残高 45,993 60,994

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 45,130 ※ 62,371

 

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

半期報告書

15/22



【注記事項】

（中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（中間貸借対照表関係）

※ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、前事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。前事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当中間会計期間

（2024年９月30日）

受取手形 762百万円 －百万円

支払手形 4,186 －

 

（中間損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間会計期間

（自 2023年４月１日
　　至 2023年９月30日）

　当中間会計期間
（自 2024年４月１日

　　至 2024年９月30日）

配送費 6,026百万円 6,182百万円

貸倒引当金繰入額 0 0

減価償却費 2,133 2,028

給料手当 8,272 8,664

賞与引当金繰入額 1,695 1,682

退職給付費用 486 328

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 
前中間会計期間

（自 2023年４月１日
至 2023年９月30日）

当中間会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）

現金及び預金勘定 45,130百万円 62,371百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 45,130 62,371
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年５月11日

取締役会
普通株式 2,576 41 2023年３月31日 2023年６月２日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年10月30日

取締役会
普通株式 2,828 45 2023年９月30日 2023年12月１日 利益剰余金

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年５月13日

取締役会
普通株式 3,079 49 2024年３月31日 2024年５月31日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月28日

取締役会
普通株式 3,124 50 2024年９月30日 2024年12月２日 利益剰余金

 

３．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の消却）

当社は、2024年５月13日開催の取締役会の決議に基づき、2024年６月３日付で、自己株式553,485株を消

却いたしました。この結果、当中間会計期間において資本剰余金及び自己株式が2,733百万円それぞれ減少

しております。

 

（自己株式の取得）

当社は、2024年７月29日開催の取締役会の決議に基づき、自己株式347,300株を取得いたしました。この

結果、当中間会計期間において自己株式が1,503百万円増加しております。

 

これらの結果、当中間会計期間末において資本剰余金が25,093百万円、自己株式が2,260百万円となって

おります。

 

（金融商品関係）

金融商品の中間貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、

記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

有価証券の中間貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、

記載を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

　　当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

　　当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

　商品分類別に分解した売上高は次のとおりであります。

（単位：百万円）

商品分類別の名称

前中間会計期間

（自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日）

当中間会計期間

（自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日）

化粧品 137,934 143,923

日用品 253,953 266,523

医薬品 75,194 74,223

健康・衛生関連品 107,052 106,354

その他 9,286 9,402

顧客との契約から生じる収益 583,420 600,427

 

　販売先業態別に分解した売上高は次のとおりであります。

（単位：百万円）

販売先業態別の名称

前中間会計期間

（自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日）

当中間会計期間

（自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日）

ドラッグストア 366,852 383,108

ディスカウントストア、スーパーセンター 48,433 53,733

コンビニエンスストア 46,103 47,402

ホームセンター 45,346 45,334

スーパーマーケット 27,098 27,190

ゼネラルマーチャンダイジングストア 19,543 20,512

輸出、ＥＣ企業、その他 30,043 23,145

顧客との契約から生じる収益 583,420 600,427

（注）その他の源泉から生じる収益はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

１株当たり中間純利益 173円32銭 189円50銭

（算定上の基礎）   

中間純利益（百万円） 10,892 11,896

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る中間純利益（百万円） 10,892 11,896

普通株式の期中平均株式数（千株） 62,846 62,778

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

（期末配当）

2024年５月13日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額…………………………………………3,079百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………49円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………2024年５月31日

（注）2024年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

 

（中間配当）

　2024年10月28日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額…………………………………………3,124百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………50円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………2024年12月２日

（注）2024年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

 2024年11月13日

株式会社ＰＡＬＴＡＣ  

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 大阪事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 洪　　性禎

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 江﨑　真護

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＰＡＬ

ＴＡＣの2024年４月１日から2025年３月31日までの第97期事業年度の中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日

まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社ＰＡＬＴＡＣの2024年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め

られなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその

他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し

て限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手し

た証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと

信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評

価する。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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